




「藤枝市Ｕターン・地元就職応援プロジェクト制度」賛同事業者登録方法 

 

登録方法 

①推薦機関の推薦を受ける（自薦は不可） 

推薦機関は、藤枝市Ｕターン・地元就職応援事業の推進に関する連携協定を締結した、

藤枝商工会議所、岡部町商工会、市内に拠点を置く８金融機関（静岡銀行、スルガ銀行、

清水銀行、しずおか焼津信用金庫、静清信用金庫、島田掛川信用金庫、静岡県労働金庫、

大井川農業協同組合） 

藤枝商工会議所と岡部町商工会は、新卒採用に積極的な会員事業者を推薦 

金融機関（静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、しずおか焼津信用金庫、静清信用金庫、

島田掛川信用金庫、静岡県労働金庫、大井川農業協同組合）は、 

新卒採用に積極的な事業者を推薦 

※事業者の所在地は藤枝市内、市外を問わない 

※金融機関が商工会議所の会員事業者を推薦するケースもある 

  

②推薦機関から(1)または(2)を入手し、事業者はいずれかの方法で藤枝市Ｕターン・地元就

職応援プロジェクト賛同事業者の登録を藤枝市に申請する 

(1)Ｌｏｇｏフォーム入力【推奨】 

●ＬｏｇｏフォームのＵＲＬ、ＱＲコードは推薦機関を通じてお知らせ 

(2)登録申請書（第４号様式）と誓約書（第５号様式） 

 添付書類：会社案内（パンフレット）等 

 ●申請書は推薦機関を通じて配布 

 

③藤枝市は申請内容を審査し、プロジェクト賛同事業者登録決定・不決定通知書を事業者

に送る。併せて、推薦機関へ結果を伝える。 

 

④藤枝市は賛同事業者のヒアリングを行い、藤枝市Ｕターン・地元就職応援情報サイト 

「Ｃ’ｍｏｎ Ｗａｋａｍｏｎ」（カモン ワカモン）へ掲載 

 

登録条件 

１．中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１号に規定する中小企業者又

は市長が認める法人若しくは団体であること 

２．藤枝商工会議所、岡部町商工会又は提携金融機関（静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、

しずおか焼津信用金庫、静清信用金庫、島田掛川信用金庫、静岡県労働金庫、大井川農

業協同組合）が推薦する事業者であること 

３．申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が藤枝市暴力

団排除条例（平成２４年藤枝市条例第２号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２

号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等に該当しないこと。 

４．プロジェクト制度の取組に積極的に取り組む意思がある事業者であること。 
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